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カーボンクレジットの調達に向けた
戦略立案・業務運用のあり方

はじめに

脱炭素化の潮流が強化される
中で、各企業は排出削減努力を一
層進めている。その一方で、残余
排出に対してはカーボンクレジッ
トによるオフセットが注目されて
いる。カーボンクレジット市場は、
今まではボランタリー市場を中心
に発展してきたが、品質基準など
が一律に定められていなかったこ
とに加え、クレジットの過剰発行
などを理由にグリーンウォッシュ
であるとの批判を受けることもあ
ったため、多くの日本企業はカー
ボンクレジットの調達を躊躇して
きたというのが実態であった。

しかし、国際民間航空のための
カーボン・オフセットおよび削減
スキーム（CORSIA）や、自主的
炭素市場のための十全性評議会

（ICVCM）、パリ協定 6 条クレジ
ットのガイドラインなどが整備さ
れていく中で、高品質なカーボン

INDIA

クレジットについての一定の基準
がつくられつつあり、国内でも
GXリーグの制度によってカーボ
ンクレジットによるオフセットに
対する理解が醸成されてきたこと
で、カーボンクレジットを利用し
やすい環境が以前よりも整備され
つつある。さらに、創出側だけで
なく、需要家に対してもカーボン
クレジットを適切に調達している
ことの開示を求めるガイドライン
の整備が進んでいる。

これにより、企業はカーボンク
レジットを調達する戦略、基準な
どを今まで以上に論理的に示すこ
とが求められている。また、実際
の調達に際しては社内で調達基準
を整備し、調達の意思決定に至る
プロセスおよび推進体制を検討す
ることも求められている。

本稿では、カーボンクレジット
について、主に調達戦略の立案か
ら調達実務に至るまでに需要家が
検討すべきプロセスに焦点を当て

て論ずる。

カーボンクレジットに
関する潮流

1　�カーボンクレジット市場の�
現状

京都議定書において先進国に
課せられた目標を達成するための
重要なツールとして、Clean De-
velopment Mechanism（CDM）
が利用されたことがカーボンクレ
ジットの市場拡大のきっかけであ
った。CDMは欧州域内排出量取
引制度（EU-ETS）の枠組みにお
いても利用が認められ取引量が拡
大したが、京都議定書の第二約束
期間に参加した企業数減少や、
EU-ETSにおけるEU域外のカー
ボンクレジット利用制限を受け、
市場は大きく減少した。

ただ、2015年以降は地球温暖
化問題が企業の社会的責任の一環
として強く認識されるようにな
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図1 種類別カーボンクレジット発行量の推移
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出所）The World Bank「Carbon Pricing Dashboard」より作成

り、企業が自主的に設定した排出
削減目標に対してボランタリーカ
ーボンクレジットを活用する動き
が見られるようになった。そのた
め、カーボンクレジット市場のド
ライバーが公的なカーボンクレジ
ットからボランタリーカーボンク
レジットへと移行していったので
ある。しかし、あくまでボランタ
リーであり、共通の規律や品質に
関する基準が確立しないまま利用
が拡大したことで、カーボンクレ
ジットの利用に対してむしろ企業
が自らの排出削減活動を停滞させ
る言い訳としてグリーンウォッシ
ュではないかという批判が生じる
ようになった。

カーボンクレジット利用の方法
論については、実際の削減・吸収
量に対して過剰な量のカーボンク
レジットの発行が行われているの

ではないかとの研究も出る中、ボ
ランタリーカーボンクレジットに
対する信頼性に疑義が生じてしま
い、2021年をピークに創出量は減
少してしまっている（図 1 ）。

こうした背景の下、カーボンク
レジットの品質の高さや、環境十
全性注（Environmental integrity）
を定義して市場に対する信頼性を
取り戻そうとする動きも活発にな
っている。

品質や環境十全性の議論につ
いては、CORSIAにおける削減義
務の達成に利用可能なボランタリ
ーカーボンクレジットの適格性の
基準を定めたことや、パリ協定に
おいて締結国が自ら定めた削減目
標である「国家が定める貢献

（NDC）」の達成に利用可能なカ
ーボンクレジットのガイドライン
について議論が活発に行われたこ

と、さらにICVCMが高品質なカ
ーボンクレジットをラベリングす
るための「コアカーボン原則」を
策定したことなど、複数の国際機
関、国際イニシアチブが相互の議
論を参照しつつ進め、国際的なス
タンダードが形成されつつある。

この状況下において、カーボン
クレジットを購入する企業自身も
積極的な情報開示が求められるよ
うになった。グリーンウォッシュ
回避のために削減努力を優先する
ヒエラルキーアプローチを採用し
たうえで、残余排出に対するカー
ボンクレジットの活用や自社の脱
炭素戦略はもちろんのこと、公的
なガイドラインや認証スキームと
の整合も求められている。

たとえば、国際的な会計基準を
策定している非営利団体IFRS財
団（International Financial Re-
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によると、カーボンクレジットの
利用が開示されている企業は、米
国では33.3％、英国、ドイツ、フ
ランスといった欧州主要国ではそ
れぞれ42.0％、43.3％、58.9％と
非常に高いのに対して、日本では
24.9％にとどまっている（図 2 ）。

日本企業がカーボンクレジッ
ト、特に市場拡大のドライバーで
あるボランタリーカーボンクレジ
ットの利用に消極的な背景とし
て、GXリーグのボランタリーカ
ーボンクレジット情報開示検討
WG（ワーキング・グループ）が、
カーボンクレジット利用に関心の
ある参画企業51社を対象に実施
したアンケート調査によれば、基
準や利用方法が不明確である点に
加え、ガイダンスがない、コンプ
ライアンス市場への活用ができな
いといった要素が上位を占めた

（図 3 ）。
ただ、前節で述べたように世界

的な潮流の中で、カーボンクレジ
ットの品質について国際的な基準
が確立しつつあり、またラベリン
グ制度の運用も進む中で、より利
用しやすい環境になっている。国
内でもGX-ETSにおいて、J-クレ
ジットや二国間クレジット制度

（JCM）に加えて、日本の経済と
環境の好循環に資するカーボンク
レジットであれば、ボランタリー
カーボンクレジットであっても利
用できるような制度設計がなさ
れ、カーボンクレジットに対する

トの信頼性・環境十全性を理解で
きるように、必要な要素を記載し
なければならないとしている。た
だ、カーボンクレジットに求めら
れる信頼性や環境十全性に関する
個別の要件や具体的な判断基準に
ついては、ISSBは定義づけを回
避している。

2　�日本のカーボンクレジット�
市場の現状

世界的にカーボンクレジット
の利用は停滞しつつも、主要企業
を中心に高い関心が持たれている
ことは前述のとおりであるが、日
本企業は歴史的にカーボンクレジ
ットの利用に消極的であった。

国際NGOであるNet Zero Track-
erが「Forbes Global 2000」に記
載されているグローバル企業に対
して、カーボンクレジットの利用
状況などをまとめたデータベース

porting Standards財団）が非財
務、特にサステナビリティに関す
る情報開示について議論するため
に設立した国際サステナビリティ
基準審議会（ISSB：International 
Sustainability Standards Board）
では、カーボンクレジットのオフ
セットに関する情報開示について
も定めている。表 1 のとおり、ま
ず目標設定の段階で、オフセット
を行わない前提での排出量の目標
と、そこからオフセットを行った
結果であるネット（正味）排出量
の目標を分けて開示し、カーボン
クレジットの想定利用量を明らか
にすることが求められている。

また、使用するカーボンクレジ
ットは、どのようなプロジェクト
や団体によって認証・発行された
ものであるのかを明らかにしなけ
ればならない。さらに、開示した
情報の読み手がカーボンクレジッ

表1 ISSBにおけるカーボンクレジット情報開示の考え方

目標設定における
オフセット活用の有無

● 設定されている目標がグロス（総量）なのか、カーボン
クレジットによるオフセットなどを活用したネット（正
味）なのかを特定する

● ネットの目標を設定する場合には、グロスの目標も開示
しなければならない（＝オフセットの利用量を明らかに
しなければならない）

使用する
カーボンクレジットの詳細

● 使用するカーボンクレジットの品質の高さを証明しなけ
ばならない
─ 活用されるカーボンクレジットのプロジェクトの種類
　（自然・技術ベース／削減・除去吸収系など）
─ どの第三者団体により認定・認証を得ているのか

情報開示のあり方

● 報告書の読み手がカーボンクレジットの信頼性・環境十
全性を理解できるように必要な要素を記載しなければな
らない
─ 永続性など

出所）国際サステナビリティ基準審議会 S2号より作成
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図2 主要国におけるカーボンクレジットの利用状況
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クレジット取引市場に適格でない 39.0% 61.0%

日本の義務市場に適格でない 25.0% 75.0%

日本の自主的な炭素
クレジット取引市場には参加できない 18.0% 82.0%
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ボランタリーカーボンクレジットに
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※ 小数第 2位で四捨五入したため、合計が100にならない場合がある
出所）「Net Zero Tracker」データベースより作成

出所）GXリーグ「ボランタリーカーボンクレジット情報開示検討WG最終報告書」（2023/12/27）より作成

図3 カーボンクレジット利用に当たってのボトルネック（N=51）



74 知的資産創造／2025年4月号

であろうことは間違いない。その
一方で、契約が長期にわたること
から、リスク評価などの必要性も
高い。そのためここでは、オフテ
イク契約を検討する際の社内プロ
セスについて例示したい。

オフテイク契約においては、 5
年以上にわたる長期的な調達の継
続にコミットする部分が多い。そ
のため、契約対象となるプロジェ
クトの探索には慎重な判断が求め
られる。まず、企業全体のオフセ
ット戦略を参照しつつ、方法論や
地域などを踏まえて候補となるプ
ロジェクトのロングリストを作成
し、常にアップデートする必要が
ある。さらに、調達量を増やす必
要が生じた場合には、そのロング
リストからプロジェクトごとの特
徴や運用実態について追加で調査

ンクレジット調達に関する検討事
項は多岐にわたり、検討→評価→
選定→購入→管理までの一連のプ
ロセスを把握する必要がある。そ
のため、企業内での推進組織の設
置に加え、必要に応じて外部の専
門パートナーの支援を借りながら
進めていくこともあるだろう。

実務上、カーボンクレジットの
調達に際しては、長期的なオフテ
イク、プロジェクトへの出資とス
ポット市場などでの短期的な調達
を組み合わせたリスクヘッジを行
うことが望ましい。それぞれの手
法にメリット・デメリットが存在
するが、カーボンクレジット市場
の変動が大きい現状を鑑みると、
量・価格ともに予見可能性が高く、
また長期にわたる契約となるオフ
テイク契約が重要な役割を果たす

問題意識も大きく変化していくこ
とが期待される。

むしろ日本企業は、その優れた
省エネ性能や環境関連の技術・ソ
リューションを活用することで、
新たな方法論を確立し、カーボン
クレジットに関するプロジェクトを
主体的に実行することが期待され
ている。これらの成果が循環すれ
ば、カーボンクレジット市場が単
なるコストではなく、日本経済の
成長につながることも期待できる。

カーボンクレジット調達に
向けた実務運用のあり方

今後、日本企業がカーボンクレ
ジットの調達量を拡大するに当た
っては、実務的な観点からも検討
を進めなければならない。カーボ

プロジェクト探索・選定

オフセット戦略

プロジェクト
ロングリスト

ロングリスト
方法・基準

ショート
リスト基準

デューデリ
ジェンス手法・

規定
交渉ガイド 購入方法

ガイド
選定基準

プロジェクト
ショートリスト

プロジェクト
選定

デュー
デリジェンス

結果
合格 合格NG

NG

結果

リスク評価 取引実施価格・契約
交渉

リスク管理規定 財務・購買ガイドライン

プロジェクト評価 取引

リスク
評価基準

図4 カーボンクレジットの探索から調達に至るまでのプロセス概要
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待される。ただ、現時点では多く
の日本企業がカーボンクレジット
の調達経験が十分ではないことか
ら、関連する知見が属人化してし
まっている可能性がある。実証的
に少量をスポット市場で購入する
にはそれで十分であるが、オフテ
イク契約によって量・価格ともに
安定的に調達しようとするなら不
十分である。なぜならばオフテイ
ク契約は長期のコミットが求めら
れるため、知見を属人化させるの
ではなく、組織として知見を共有
できる仕組みが求められるからで
ある。

また現在、高品質であると認め
られているカーボンクレジットを
発行できるプロジェクトは希少
で、企業が購入したいと考えたタ
イミングで該当するプロジェクト
を探索しても間に合わない可能性
がある。プロジェクトの探索を計
画的に進めるには組織的な対応が
不可欠であり、体制や進め方につ
いて事前に検討しておきたいとこ
ろである。

そして、実際の調達に当たって
は、調達を検討し、実際の購買、
さらに外部に向けた情報発信を行
っていかなければならず、検討す
べき項目は多岐にわたっている。
そのため、各社のサステナビリテ
ィ関連部署だけではなく、購買・
調達、法務、財務を含めた連携体
制を構築したうえで対応したいと
ころである。また有望なプロジェ

し、有望なショートリストを作成
することが求められる。

実際にプロジェクトの評価に
当たっては、品質面や環境十全性、
価格などに加えて、長期的に安定
したプロジェクト運用が実施でき
る体制であるのか、法的な問題は
ないかなどのデューデリジェンス
やリスク評価が求められる。リス
クが皆無のプロジェクトは存在し
ないため、そのリスクに対して、
クレジット保険の適用可能性やコ
スト、すでに調達している案件と
の地域・方法論のバランス、自社
がプロジェクト運営について改善
提案ができるかなどのリスク緩和
施策を併せて検討することが望ま
しい。

オフテイク契約後もモニタリ
ングを行う体制を整え、想定され
た運用が行われているのかを確認
することが買い手には求められ
る。さらに、調達後も適宜情報を
開示し、また、自社としてどのよ
うなロジックで当該カーボンクレ
ジットを調達したのかを外部に発
信することが求められる。そのた
め、コーポレートコミュニケーシ
ョン担当部署との連携は欠かせな
い（図 4 ）。

おわりに

カーボンクレジットの利用は、
今後、企業のESG活動において重
要な機能を有することになると期

クトについては、より迅速な意思
決定が求められることから、購買
検討に向けては事前に検討のオペ
レーションを確立させておくとと
ともに、経営層が早期からコミッ
トメントすることがより重要にな
るだろう。さらに、多くのリソー
スを割くため、その効果を最大限
に活用できるよう、ブランディン
グやマーケティング、あるいは自
社事業への活用といった戦略と併
せて検討することが望ましい。

注

環境十全性とは、温室効果ガスの排出
削減・除去が実際に環境へ確実な便益
を提供し、信頼できる形で実施される
ことを指す。カーボンクレジットの信
頼性と持続可能性を確保するために重
要な概念の一つ。追加性、永続性、ダ
ブルカウンティングの防止、透明性、
周辺環境への損害を与えない等の要素
から判断される
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